
規 則

�愛媛県規則第２号
理容師法施行細則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

理容師法施行細則等の一部を改正する規則

（理容師法施行細則の一部改正）

第１条 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第５号（第５条関係） 理容所検査済証 様式第５号

省略

理容所の名称

理容所の所在地

省略

愛媛県知事 �

省略

理容所の名称

省略

愛媛県 �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ５とすること。

（クリーニング業法施行細則の一部改正）

第２条 クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１１号様式（第８条関係） クリーニング所検査確認証 第１１号様式

省略

名 称

所 在 地

省略

省略

名 称

省略

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 理容師法施行細則等の一部を改正する規則…………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）……１２
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告 示

�愛媛県告示第４２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４３号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の名称を変更した旨の届出があった。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県知事 � 愛 媛 県 �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ５とすること。

（美容師法施行細則の一部改正）

第３条 美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第５号（第５条関係） 美容所検査済証 様式第５号

省略

美容所の名称

美容所の所在地

省略

愛媛県知事 �

省略

美容所の名称

省略

愛 媛 県 �

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ５とすること。

附 則

１ この規則は、平成２６年３月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に交付している第１条の規定による改正前の理容師法施行細則様式第５号、第２条の規定による改正前のクリーニ

ング業法施行細則第１１号様式又は第３条の規定による改正前の美容師法施行細則様式第５号の規定による書類は、第１条の規定による改

正後の理容師法施行細則様式第５号、第２条の規定による改正後のクリーニング業法施行細則第１１号様式又は第３条の規定による改正後

の美容師法施行細則様式第５号の規定による書類とみなす。

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

放射線第一病院 今治市北日吉町一丁目１０
番５０号 医療法人順天会

平成２９年
１月５日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立大洲病院 大洲市西大洲甲５７０番地 大 洲 市
平成２９年
１月１０日
まで

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

ワタキュー薬局新居浜店 フロンティア薬局新田町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局松木町店 フロンティア薬局松木町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局東大洲店 フロンティア薬局大洲中
央店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局宇和町店 フロンティア薬局宇和町
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局ミルクの
里店 フロンティア薬局野村店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局宇和島店 フロンティア薬局宇和島
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局森の国店 フロンティア薬局松野店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局城辺町店 フロンティア薬局城辺店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局一本松店 フロンティア薬局一本松
店 平成２５年１１月１日

ワタキュー薬局卯之町店 フロンティア薬局卯之町
店 平成２５年１１月１日

愛 媛 県 報平成２６年１月１４日 第２５３６号
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�������
�愛媛県告示第４６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市下川町字�推谷乙１４４の１、乙１４５の１、乙１４９の１、
乙１５０、乙１５２の１、字大田西乙１５８の１１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字�推谷乙１４４の１・乙１４５の１・乙１４９の１・乙１５０・乙１５
２の１・字大田西乙１５８の１１（以上６筆について次の図に示す

部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第４７号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保安林と

して指定された目的

昭和５８年２月２５日農林水産省告示第２４５号（一に係るものに限

る。）

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、伊方町長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（空中写真測量、写真地図作成）

２ 作業期間 平成２５年４月２５日から

１２月２５日まで

３ 作業地域 西宇和郡伊方町

�������
�愛媛県告示第５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

瀬戸町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２６年１月１４日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

就 任

�愛媛県告示第４９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２５
年１２月
２７日

愛媛県
第１２８２
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い苦土
炭酸石
灰２号

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１５．０

その他
の制限
事項は
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１１５８８号 平成２４年
６月２６日 �みよしハウジング 三好 重徳 松山市西垣生町１６１３ 平成２５年

１２月２日
建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１６７８１号 平成２２年
１１月３０日 松棟左官瓦技研 松棟 城二 伊予市稲荷甲５３９－７ 平成２５年

１２月２日 屋根工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１０９６３号 平成２２年
９月９日 �ニコー 西下 武則 松山市西石井１－４－５ 平成２５年

１２月１９日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１６８１０号 平成２３年
１月２６日 おひさま電工� 青木 清隆 松山市南高井町１７０５－１ 平成２５年

１２月２６日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２６年１月１４日 第２５３６号
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公 告

退 任

�愛媛県告示第５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 二 宮 英 喜 西宇和郡伊方町三机乙１１８２番地

〃 大 谷 一 正 西宇和郡伊方町三机乙３６４番地１

〃 山 本 敏 彦 西宇和郡伊方町三机乙４２２１番地４

〃 増 田 和 慶 西宇和郡伊方町足成４５８番地

〃 島 津 政 良 西宇和郡伊方町塩成９３３番地

〃 井 上 善 一 西宇和郡伊方町大江５１番地１

〃 大 山 政 雄 西宇和郡伊方町志津６０１番地

〃 坂 本 竹 市 西宇和郡伊方町小島甲２９５番地

〃 阿 部 吉 清 西宇和郡伊方町川之浜１８１５番地

〃 山 下 大 吉 西宇和郡伊方町田部２０６４番地

〃 大 内 幸 重 西宇和郡伊方町神崎５４１番地

〃 阿 部 道 忠 西宇和郡伊方町大久１２８２番地

監 事 松 澤 周 作 西宇和郡伊方町三机乙１１２５番地

〃 佐々木 利 幸 西宇和郡伊方町川之浜１０６９番地

〃 山 本 吉 昭 西宇和郡伊方町大久１３２１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 � 治 西宇和郡伊方町三机乙６３４番地

〃 濱 家 光 義 西宇和郡伊方町三机乙４５０番地

〃 山 本 敏 彦 西宇和郡伊方町三机乙４２２１番地４

〃 増 田 和 慶 西宇和郡伊方町足成４５８番地

〃 清 水 米 満 西宇和郡伊方町塩成３３１番地

〃 井 上 善 一 西宇和郡伊方町大江５１番地１

〃 水 本 久 雄 西宇和郡伊方町志津５１１番地

〃 坂 本 竹 市 西宇和郡伊方町小島甲２９５番地

〃 川 本 壽 一 西宇和郡伊方町川之浜１０９９番地

〃 久 世 隆 博 西宇和郡伊方町田部２１５６番地１

〃 大 内 幸 重 西宇和郡伊方町神崎５４１番地

〃 阿 部 道 忠 西宇和郡伊方町大久１２８２番地

監 事 宮 下 寛 西宇和郡伊方町三机乙２７４１番地

〃 阿 部 吉 清 西宇和郡伊方町川之浜１８１５番地

〃 山 本 吉 昭 西宇和郡伊方町大久１３２１番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島１１４９番から

同市日振島１１９０番１０まで
平成２６年１月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 喜路能登線
宇和島市日振島１１７５番から

同市日振島１１６０番まで
平成２６年１月１４日

愛 媛 県 報平成２６年１月１４日 第２５３６号
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特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１２月２６日 特定非営利活動法人 菊 栗 林 新 吾 松山市祝谷二丁目７番２０号 この法人は、経済的事情または家庭的事情など
の様々な個人的事情により進学・就学困難な状
況にある青少年等に対し、主に学資等の援助の
事業を行うことで進学率の向上と社会有為な人
材の育成を図り、もって公益の増進に寄与する
ことを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１２月２６日 特定非営利活動法人
共同連えひめ 白 石 勇 松山市上野町甲７３４番地の１４ この法人は、障害児・者の教育・生活・労働権

の確立をめざし、障害のある人ない人の統合教
育、共同事業所づくりを推し進め、あらゆる差
別を克服し、真の共生社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

平成２６年１月１４日 発行
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